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近年，国際財務報告基準（IFRS）の動向が各国の会計基準設定に

及ぼす影響は，ますます大きくなりつつある。そのような状況下で

各国の利害関係者が直面するのは，IFRSの設定にいかに各自の意

見を反映させるかという課題である。本稿はこの課題に対し，国際

的規範のダイナミズムに関する理論的分析視座のもと，わが国の会

計規範がIFRSに反映されたと考えられる事例を取り上げ，ローカ

ルな会計規範をグローバルな会計基準に反映させるのに重要である

と思われる要素を探究する。具体的に，IFRS9「金融商品」が公開

草案から正式な会計基準に至るまでの間に，戦略的投資からの受取

配当金が，包括利益から純利益に算入されるよう変更された事例に

焦点を絞る。特に基準設定に関する様々な資料を分析するとともに，

当時のIASB理事にもインタビュー調査を行って情報を補足した。

結論として，本稿はローカルな会計規範をグローバルなレベルで反

映するためには，（1）規範統率者による主張とそれを支える組織的

基盤の存在，および（2）類推に依拠したレトリカルな説得が重要で

あると提示する。この2点は，今後のIFRSの設定に対し，わが国

の意見をIASBに伝えようとする利害関係者にとっても，少なから

ず参考になると思われる。

要 旨



Ⅰ.はじめに

周知のように，会計基準のグローバル化が

進展した結果，国際会計基準審議会（IASB）

が設定する国際財務報告基準（IFRS）が各

国に及ぼす影響は極めて大きくなった。程度

の差こそあれ，既に欧州諸国を含めて 130

カ国以上の国が何らかの形で IFRSを導入

している現状に鑑みれば（1），IFRSの動向は

今後も各国の会計基準セッターに影響を与え

続けると予想される。

勿論，わが国も例外ではない。目下わが国

ではIFRSをどこまで導入するかの議論が白

熱し，衆目を集めている。強制適用を決定す

るのか否かに加えて，連単分離の是非や任意

適用の要件緩和も確かに検討すべき重要な課

題である。だが，拡大したIFRSの影響力を

考慮すれば，産業界を含めたわが国の利害関

係者が妥当であると考える会計規範を，今後

設定されるIFRSにいかに反映させていくか

の検討が不可欠であると思われる（2）。その検

討には，IFRSの設定に係る政治的な側面に

注目した分析が有益であろう（3）。その必要性

については多くが納得し得ると思われるが，

会計基準設定の過程は複雑で込み入っている。

しかも，一国内で行われる会計基準設定と比

べて，グローバルな局面ではその傾向が一層

強まると推測される。事実，IFRSの設定に

関するインプットとアウトプットの因果性や

対称性の不確実さから，その設定過程は捉え

どころのないブラックボックスのようだとも

表現される（CorteseandIrvine［2010］）。

確かに，公開草案や解釈指針等も含めた

IFRSのダイナミクスに関して，将来的にも

遡及的にも，決定的または確率的なモデルを

導出するのは不可能であると思われる（Kay

［2006］,pp.4 5）。しかし，ある事象の予

測が不可能であるからといって，その事後的

な解釈に基づく説明が不可能になるわけでは

ない（Kay［2006］,p.5）。IASBも基準設

定に係る情報を出来るだけ開示し，特にホー

ムページ（http://www.ifrs.org）上で様々な

情報を外部に提供している。焦点を絞った上

で補足的な情報を入手し，基準設定に関する

インプットとアウトプットを総合的に考察す

れば，基準設定過程のナラティブな解釈は可

能であると思われる。また，そのような事例

を一つ一つ積み上げていき，一定の傾向に関

する共通の理解が得られれば，IASBによる

今後の基準設定に関与する可能性がある利害

関係者にとって，有益な示唆を与え得ると思

われる（4）。本稿はこのような理解のもと，ロー

カルな会計規範のグローバルな反映について

考察し，IFRSの動態に関する解釈を提示す

ることを目的とする。近年，特に会計制度の

動態そのものを理論的に分析しようとする研

究（5）も見られ，本稿もそのような動きに倣

うものである。

概して，本稿は2つのパートに分かれて

いる。前半部分（第ⅡおよびⅢ節）は，IFRS

を国際的規範と捉える理論的枠組みを提示す

る。特に本稿は，グローバルな会計制度の政

治的側面に注目し，国際的な制度設計を規範

の普及プロセスと捉える理論的分析視座を導

入する。後半部分（第ⅣおよびⅤ節）はその

枠組みに基づき，結果としてわが国の主張が

最終的なIFRSに相当程度反映されたと解釈

し得る事例を取り上げ，その設定過程を分析

する。さらに，事例分析の結果を理論的に考

察し，ローカルな会計規範をグローバルな規

範に反映させるのに重要であると思われる要

素を複数提示する。

本稿の具体的な構成は，以下の通りである。
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まず次節では，主としてグローバルな会計基

準設定を論じた先行研究を概観し，本稿の基

本的分析視座を提示した上で，国際的規範の

動態に関する理論を導入する意義に言及する。

第Ⅲ節は，学際的視点から国際政治学（もし

くは国際関係論）に関する先行研究における

国際的規範のダイナミクスの捉え方を考察し，

IFRSの動態に関する理論的枠組みを構築す

る。第Ⅳ節は実際にIFRS9の設定事例を取

り上げ，理論的枠組みを参照しつつ，IASB

が当初の公開草案の一部を改定した経緯を追

究する。第Ⅴ節では，ローカルな会計規範

のIFRSへの反映に関して，特にIASBメン

バーの説得という観点から考察を加える。

最後に，第Ⅵ節で本稿の結論と課題に言及す

る。結論として，本稿はローカルな規範のグ

ローバルな反映に関して，（1）規範統率者に

よる説得活動とそれを補完する組織的基盤の

存在，および（2）類推に依拠したレトリカ

ルな説得の 2つの要素が重要である点を指

摘する。

Ⅱ.理論的分析視座：IFRSの
ダイナミクスと構造的な語り

1.グローバルな会計基準のダイナミ

クスに焦点を当てた研究の必要性

IASBの活動およびIFRSを取り上げて考

察した先行研究は膨大な数に上り，これまで

様々な角度から分析が加えられてきた。しか

し，IFRS（もしくは会計基準のグローバル

化）の意義や全面適用による費用便益に関す

る議論は，未だ収束していないと推察される。

例えば，一方では会計基準のコンバージェンス

は企業間の比較可能性を高め，財務諸表を作

成する企業の資本コストを含む種々のコスト

を低下させるという主張が見られる（Barth

［2008］やHailetal.［2010aおよび2010b］

を参照されたい）。

だが他方では，各国それぞれのIFRS導入

に伴う総体的な効果を判断することに懐疑的

な見解も見られる。IFRSの導入の程度は各

国一様ではないため，それぞれの国における

制度的環境や文化を考慮すべきとの意見も存

在する。ChandandWhite［2006,p.606］

は，IFRSが全ての社会にとって適切である

と単純に解釈するのは，各国のインフラ，文

化，法規制および政治的システムの相違を蔑

ろにするに等しいと述べる。またZeff［2007］

も（ビジネスや金融，会計，監査および規制

を含む）文化的相違が国家間で存在するため

に，会計基準のコンバージェンスが比較可能

性を達成するとは断定できないと述べる。

ChuaandTaylor［2008,p.467］も，しば

しば財務報告の特性である比較可能性が会計

基準の国際的調和化を正当化する主たる根拠

として言われるが，それを厳然と示す実証的

証拠は，現段階では見当たらないと述べる。

これらの主張は，IFRSの導入拡大に伴う経

済的効果を否定しているわけではなく，あく

までも現段階における事後的な分析の範囲や

客観性に疑義を抱くものである。

では，なぜ130以上もの国が既に何らか

の形でIFRSの導入を決定しているのか。そ

の点に関してBotzem［2012］は，IFRSの

経済的効果や優位性が各国で十分に認められ

た上で導入が拡大したわけではなく，IASB

の政治的・組織的行動の賜物としてIFRSが

普及してきたと述べ，基準設定の政治的・組

織的な側面に焦点を当てた分析の重要性を指

摘する。本稿もこのような立場から，IFRS

の動態およびそれに影響を与えたと解釈し得

る要素に焦点を当てる。

国際的規範のダイナミクスとIFRS

7



2.構造的な語りとしての会計基準設定

ところが，会計制度の動態を捉えるといっ

ても，会計基準設定は状況依存的な側面が強

く，様々な要因が偶発的に作用するため，将

来の会計基準設定の軌跡を予測することは極

めて困難だろう。だがこの点に関して，政策

決定の動態を分析したKay［2006,p.18］は，

「因果性の条件」と「理解可能性の条件」の

2点を区別し，特に後者の意義を指摘する。

前者は 2つの事実の因果もしくは生成関係

に関する言明であり，後者はその因果関係が

生じたメカニズムを提示して説明することに

より，その過程の理解可能性を高めることに

力点を置く。ここで指示する理解可能性は，

事象の背後のメカニズムを推測し，それが

いかに生じたのかを説明することで高まる

（Kay［2006］,p.18）。後述する本稿の事例

分析も，わが国の伝統的な会計規範がIFRS

に一定程度反映されたと理解し得ることを

前提としている。つまり，基準設定に関する

種々の事実や補足的なデータおよび理論的分

析視座を導入すれば，そのように解釈するこ

とも可能であるとの立場に立つ。このような

立場に立脚する研究に必要な視点に関して，

Kay［2006］は「構造的な語り（structured

narrative）」の重要性を指摘する。

では，会計基準設定の枠組みの中で，「構

造的な語り」の「構造」をいかに捉えるべき

か。Kay［2006,p.64］で指示される構造に

は，他のエージェントとのネットワークや制

度，規範等（6），多様な社会的要素が含まれ

る。そこで次節では，この「構造」に関して

体系的な理論に依拠すべく，国際的規範論

の動態を提示した FinnemoreandSikkink

［1998］に依拠して検討を進めることにする。

「語り」の目的は，基本的に理解可能な一

貫したストーリーとして，事象の筋道を立て

ることにある（Kay［2006］,p.59）。その筋

道の妥当性を確保するためには，一定の解釈

図式が必要になる。例えば，一部の利害関係

者がIFRSの公開草案の提案に強く反対し，

代替的な会計規範の適用をIASBに主張し，

結果的に主張した会計規範が最終的にIFRS

に反映されれば，それを一種の成功と捉える

解釈図式を導入することも可能であろう。し

かし，一国のローカルな会計規範をIFRSに

反映することが，果たして成功と言えるだろ

うか。政策決定に係る成功と失敗の意味は，

事象・人間・時代によりそれぞれ異なり得る

（Bovensetal.［2001］,p.20）。この点に関し

て，基準設定の成功を分析する際，2つの異

なる規準が提示される（Bovensetal.［2001］

およびMarshandSharman［2009］）。第1

の規準は「プログラム的成功」であり，単純

に言えば有効性や効率性といった道具的条件

に基づき特定の基準設定の成否が事後的に判

断される。第2の規準は「政治的成功」で

あり，特定の政策や政策決定者が政治的局面

で主導的立場をとり，それが評価されたかが

対象となる（Bovensetal.［2001］,p.20）。

グローバルな組織であるIASBが，特定国の

利害関係者の主張のみを重視して会計基準を

設定した場合，それ以外の国の利害関係者に

悪影響を及ぼす可能性があり，プログラム的

成功の客観的な判断は困難を極める。そこで

本稿では，後者の政治的成功を重視し，ロー

カルな会計規範のグローバルな反映を一種の

一時的な成功と捉えて後の議論を展開する。

Ⅲ.IFRSの動態を捉える国際
的規範論

1.国際的規範に関する前提的考察

一般的に，会計基準設定は基準セッターの
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熟慮に基づき決定される政治的なプロセスで

あることに特に異論は無いであろう（7）。本稿

はグローバルなレベルでの会計基準設定を

分析対象とするが，IFRSの設定に係る政治

的側面を考察した研究は，近年増加傾向にあ

る（8）。しかし，一国のドメスティックな会計

基準設定とグローバルな会計基準設定は，そ

の性格も異なると予想され（Richardsonand

Eberlein［2011］），グローバルな基準設定

を捉える独自の視点を導入する必要がある。

そこで本稿の理論的観点として，国際政治学

の中から国際的規範のダイナミクスを捉える

理論を導入する。

基本的に会計規範といっても，様々なレベ

ルの規範が存在する（9）。その内容に着目して

も，例えば「真実かつ公正な概観」の反映と

いった極めて抽象的な原則のほかに，詳細な

会計基準も会計規範に含まれる。本稿で特に

焦点を当てるのは，後者のより詳細な会計基

準である（10）。したがって本稿は，会計規範

の一般的定義を，特定の企業取引に対して適

切であると見なされる会計処理（認識・分類・

測定等）であるとする。それは個人もしくは

集団ごとに異なり，文化的歴史的背景の影響

も受けると考えられる。例えば，同一の国で

会計教育を受けて会計実務に携わる者は，同

様の会計規範を有する傾向がある。特定の会

計実務は模倣を通じて拡大するか，専門的教

育や知識の共有を通じてより強固なものにな

り（WaymireandBasu［2007］,p.99），多

くのイノベーションと同様に時間や空間を越

えて普及していく（古賀・Rimmel［2006］）

と思われる。換言すれば，その普及の過程は

人から人（もしくは社会から社会）へと相互

作用を通じて，例えば概念や理論として普及

し得る。しかしながら，全ての新たな会計実

務が広く適用される会計規範となるわけでは

ない。特定の会計処理が望ましいかどうかは，

それが長期にわたって確立された原則と一貫

しているかによっても決定される（Waymire

andBasu［2007］,p.99）。

また，IFRSは会計規範であると同時に国

際的規範でもある。その多くは，当初は特定

の国で発展してきたものであり，その後に規

範統率者の尽力を通じて国際的規範に成り得

る（FinnemoreandSikkink［1998］）。加

えて，国際的規範は各国内の構造や制度といっ

たフィルターを通じて国内に作用し，そのフィ

ルターが国際的規範の準拠や解釈に相違をも

たらす（FinnemoreandSikkink［1998］，

p.893）。国際的規範が国内規範と衝突する

場合には，特定の会計環境におけるローカル

な視点とグローバルな視点の対立点を擦りあ

わせる（共通点を模索する）（角ヶ谷［2011］）

必要もあるだろう。

2.国際的規範のダイナミクス

FinnemoreandSikkink［1998］は，国際

的規範の普及を3段階に分けて分析する。

「規範の現出」，「規範の断続的導入」および

「規範の内部化」の3段階である（11）。各段階

における重要なアクターおよびその動機と中

心的手順を以下の表1に示した。ここでは

後の事例分析との関係で，特に「規範の現出」

段階を中心に検討する。IASBのメンバーに

とって，一部の利害関係者が主張する会計規

範であり，かつIFRS（およびその公開草案）

の内容と異なるものは，新たに現出してきた

規範と位置付けられる。ひとたびIASBが新

たな基準を設定・公表すれば，それは IFRS

導入国に断続的に普及し，やがて慣習化し，

内部化されていく。規範は内部化に伴い安定

的になり，それに準拠する妥当性はもはや疑

問視されなくなる（FinnemoreandSikkink

国際的規範のダイナミクスとIFRS
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［1998］,p.904）。現段階でIFRSの普及を

全体的に捉えれば，未だ規範の断続的普及の

段階に位置付けられ，多くの国で内部化され

るまでは至っていないというのが，一般的な

見方であると思われる。

特に「規範の現出」 段階では，規範統率

者が主要な集団もしくは組織に対し，特定の

規範を受け入れるよう説得する。表1に示

されているように，規範統率者は利他主義や

他者への感情移入や献身に対する動機に基づ

き，特定の認知的枠組みを構成し，他者の説

得を試みる。規範統率者の政治的策略として，

認知的枠組みの構成が極めて重要である。規

範統率者は，自らの言葉で何らかの事象を指

示して解釈を加え，それを劇的に表現して注

目を集め，問題を「創り出す」こともある

（FinnemoreandSikkink［1998］,p.897）。

その新たな枠組みが他者に理解されて共感を

生むことで，その問題に対する新たな論考や

理解が生まれ，説得へとつながる。したがっ

て，新たな認知的枠組みの構成は，幅広く共

鳴する規範を構成するための基本的土台とな

り，その正統性に有効に作用する（Payne

［2001］,p.39）。

とりわけ国際的なレベルでは，規範統率者

は規範を後押しする組織的基盤を要する

（FinnemoreandSikkink［1998］,p.899）。

例えばそれには，国際的政府・非政府組織お

よび国境を越えたネットワークなどが該当す

る。このような国際的組織は，様々な人的お

よび物的資源の豊富さから他者に対して相対

的優位性を有する傾向があり，規範統率者が

支持する規範の普及に一役買う。また，特定

の国際的規範が現出し，断続的に普及する段

階に至るためには，ある程度の国々もしくは

集団がその規範を制度化していることも重要

である（FinnemoreandSikkink［1998］,p.

900）。

本稿はこのような理論的土台に立脚し，

次節以降で国際的規範としてのIFRSの動態

に焦点を当て，事例の分析を進める。特に，

国際的規範が現出し，普及していく中心的手

順である「説得」の過程に注目しながら考察

を加える。その前提として，事例分析の焦点

を絞ることが有益であると思われる。IFRS

の設定過程は，以下のように要約される

（Georgiou［2010］）。

1.アジェンダの設定

2.ディスカッションペーパーの作成

3.ディスカッションペーパーの公表（コ
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メントの期限有）

4.公開草案の策定

5.公開草案の公表（コメントの期限有）

6.IFRSの策定と適用

これらの段階の中でも，本稿は5番目と6

番目の改定過程に注目する。このように焦点

を限定することで，基準設定に関与しようと

する利害関係者のロビー活動の選択肢も限定

される。加えて，実際に本稿で対象とするの

は公開草案公表後のおよそ 3ヶ月のみであ

る。分析する期間を短期間に限定することで，

国際的規範のダイナミクスに依拠した構造的

語りに基づく分析が有益になると思われる。

分析で取り上げるのは，基準設定に寄せられ

たコメントレター，IASBの会議における議

事録やそこで用いられた資料等である。さら

に，一連の基準設定の過程をどのように捉え

るか参考にすべく，前IASB理事である山田

辰己氏にインタビュー調査を行い（12），当時

の会計基準設定に関する情報を補足した。ま

た，当時の基準設定過程の詳細を記した山田

［2013］も参考にしている。

Ⅳ.IFRS9の設定に係る公開草
案とその改定

1.基準設定の背景

以下で検討するIFRS9「金融商品」の第

1フェーズ（13）の設定目的は，主に金融資産

に関する新たな分類を導入しようとするもの

であった（14）。IFRS9以前はIAS39がその役

割を担っていたが，多くの財務諸表利用者お

よびその他利害関係者から，理解や適用およ

び解釈が困難であるとの批判を浴びていた

（IASB［2009b］,p.4）。そのような否定的意

見に応え，かつ当時の金融危機にも対処すべ

く，IASBはFASBと共同で金融商品に対す

る適切な会計処理を検討し，「金融商品の報

告に関する複雑性の低減」と題したディスカッ

ションペーパーを2008年3月に公表した（15）。

その後IASBはIFRS9の公開草案を公表し，

コメントレターを募って検討した結果，最終

的に2009年11月にIFRS9を公表している。

当該基準は，主として金融資産を公正価値

もしくは償却原価のどちらかで測定するよう

分類すべしと規定する。この分類は，特定の

金融商品がいかに管理されるか（エンティティ

のビジネスモデル（IASB［2009］,para.B4.1

4.6）および契約上のキャッシュフローの特

性に基づき行われる（IASB［2009b］,para.

B4.1）。償却原価法は，契約上のキャッシュ

フローの回収および支払いのために所有する

元本価額の金融商品のみに適用され，第 3

者に売却したり，第3者により決済される

目的で所有するものには適用されない。それ

ゆえに，IFRS9は大部分の金融商品を公正

価値で評価することを要し，その結果として

生じる価格変動も一般的に損益として計上さ

れる。ただし当該基準には若干の例外があり，

当初の認識段階で戦略的持分投資として認識

されるものに関しては，その公正価値の変動

をその他の包括利益に算入するよう選択する

ことも可能である（IASB［2009b］,para.

5.4.5）。

以上がIFRS9の第1フェーズの設定に関

する概略であるが，本稿は特に上記の戦略的

持分投資に係る受取配当金の会計処理に焦点

を絞る。IASBは当初の公開草案の段階で，

一部の持分投資に関しては，その価額を公正

価値で測定し，そこから生じる差額をその他

の包括利益に算入すると選択した場合，その

持分投資から得られる受取配当金も同様にそ

の他の包括利益に算入すべしと規定していた

（IASB［2009a］,para.21 22）。また，それ

国際的規範のダイナミクスとIFRS
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に伴うその他の包括利益から純損益へのリサ

イクリングも認めなかった（IASB［2009a］,

p.12）。この例外規定は，最終基準では変更

されることになった。IFRS9は，持分投資

からの受取配当金を，その他の包括利益では

なく純損益に算入することを最終的に認めた。

つまり，IASBのメンバーは，公開草案公表

後から最終基準が公表されるまでのたった

4ヶ月間（実質3ヶ月）のうちに，持分投資

の受取配当金の分類に関する規定を変更した

のである。この短期間で当該規定がいかに改

定されるに至ったのか，以下で種々の情報源

に基づき，その背景を論じることにしたい。

2.公開草案に対するわが国利害関係

者の強い反発

まず上記の公開草案の規定に対して，日本

の利害関係者は強く反発した。当該公開草案

の規定が，持合株式からの受取配当金を純利

益に算入するという日本の伝統的な会計規範

とは異なっていたからである。以前のピーク

時と比べて，その規模は減少したが，今でも

わが国の金融機関（信託銀行は除く）や大企

業では，株式の持合いは一般的である。1990

年代にその比率は少し低下したが，2005年

以降は一定の水準で推移している（伊藤

［2009］）。わが国では（特に銀行による）株

式の持合いは政策的な投資とも呼ばれ，日本

的コーポレート・ガバナンスの中核的メカニ

ズムとして発展してきた（日本取締役協会

［2010］）。株式持合いは日本企業の投資戦略

の一角を占め，長期的な業務提携関係を通じ

て市場平均以上のリターンを期待して行われ

る。つまり，その全体的な効果は，シナジー

効果として，投資する側と被投資企業の有形

無形の資源に依拠しており，当該株式の市場

価値変動の観点から投資の成果を測定するの

はおそらく誤っている（阿部［2009］,95頁）

とも指摘される。現行のわが国の会計基準に

よれば，持合株式の大部分は，「その他有価

証券」に分類され（熊谷［2008］），その市場

価格の変動は，主として純資産の部に計上さ

れる。IFRS9の公開草案では，この変動部

分をその他の包括利益に算入することも可能

であると規定されていたが，この点について

日本側からは大きな反発はなかった。持合株

式の価格変動分が純利益に算入され，株式相

場の動向で決算が毎期大きく変動することの

方が問題であると見られていたようである（16）。

懸念されたのは，持合株式からの受取配当

金もその他の包括利益に算入されてしまうこ

とであった。わが国では戦略的投資（持合株

式）からの配当は，投資者の本来の業績であ

ると考えられ，純利益に算入されてきた。そ

の額も大きく，概算でわが国の企業が計上す

る全ての受取配当金がその他の包括利益に算

入されることになれば，少なくとも1兆円

の純利益が失われるであろうと予想され（阿

部［2009］，95頁），それが現実になれば，

わが国の企業の財務諸表に甚大な影響を与え

る可能性があった。わが国では，伝統的に包

括利益以外の利益（営業利益や純利益）を重

視してきたという一般的見解を考慮すれば，

受取配当金に関するIFRS9の公開草案の規

定に，日本の利害関係者が強く反発したのも

納得できる。換言すれば，日本の伝統的な株

式持ち合いに伴う受取配当金の純利益算入と

いう会計規範を，IFRSに何とか反映させた

い理由が存在していたのである。

ここで上記の表 1で示した理論的枠組み

から，この動きを考える。わが国の利害関係

者の多くが公開草案の規定に反対意見を持っ

ていたと思われるが，その集団的感情を汲み

取り，利他主義的に持合株式からの配当に関
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する日本の伝統的会計規範の存在意義や合理

性を発信していく規範統率者が必要であった。

後述するコメントレターの調査結果でも示す

が，一部を除いた他国（特に英米）の利害関

係者は，該当する公開草案の規定に特に反対

していなかった。「この点に関して，特に米

国等では金融業以外の業種では，他社の株式

を保有することは，株主が投資した資金を本

業に活用していないことを意味し，そうであ

るなら，他者の株式を保有するより株主に還

元すべきだという考え方が強いようである。

また，出資した投資家も投資先企業の業種の

リスクに投資したのであり，他者の株式を保

有することで，間接的に異なる業種のリスク

を負うという事態は想定していないようであ

る（17）」。以下では，実際に日本の規範統率者

がどのようにIASBに働き掛けを行っていた

のか追跡することにする。

3.組織的基盤に基づく規範統率者の

主張と規範支持者の存在

わが国の会計規範を国際的な制度設計に反

映すべく，利害関係者がどのように動いてい

たのだろうか。公開草案公表から最終基準の

決定までの約3カ月という短期間では，利

害関係者がIASBに対して特定の会計規範を

伝え，説得を試みる方法も限られていた。そ

の中でも中心となるのはコメントレターの提

出であり，以下では公開草案公表後にIASB

に寄せられたコメントレターを分析する（18）。

全体で245通のコメントレターが，個人

もしくは組織からIASBに提出された。コメ

ントレターの国ごとの内訳を表2に示した。

まず最も多くのコメントレターが寄せられた

国は36通の英国であり，その次に米国が33

通で続いた。3番目はオーストラリアであり，

日本は16通で4番目であった。Jorissenet

al.［2010］で示されたデータおよびその分析

によれば，会計基準設定におけるG4＋1諸

国（米国，カナダ，英国，オーストラリアお

よびニュージーランド）およびコモンローの

法体系を有する国々が，IASBに多くのコメ

ントレターを寄せる傾向がある。それを考慮

すれば，日本のコメントレターの数は突出し

て多かったというわけではないが，特に少な

いというわけでもなかったと判断される。だ

が，提出されたコメントレターの数が全てで

はない。IASBのメンバーは，コメントレター

の数に加えて，その主張の理由や合理性等に

も十分配慮している（19）。

そこで，以下では持分投資からの受取配当

金に関する公開草案における，以下の2つ

の質問に対する主張を分析する。

国際的規範のダイナミクスとIFRS
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（質問10）

特定の持分商品の公正価値の変動（および

配当金）をその他の包括利益に算入するこ

とは，財務報告を改善すると思うか。改善

しないと思う場合は，その理由を述べよ。

（質問11）

あらゆる持分商品（売買目的で保有するも

のを除く）の公正価値の変動（および配当

金）をその他の包括利益に算入することを

認めるべきだという意見にあなたは賛成で

すか。反対であるとしたら，

（a）その他の包括利益に計上するその持分

商品をどのように認識すべきと提案し

ますか。それはなぜですか。

（b）企業は持分商品への投資の期間が（a）

で提案された認識規準に合致する期間

内だけは，公正価値の変動はその他の

包括利益で計上すべきですか。それは

なぜですか。



ここで注目すべきは，16通のうち14通の

日本からのコメントレターは，上記の2つ

の質問に強い反対意見を表明した。対照的に，

米国や英国の利害関係者の半数以上は，上記

2規定に反対意見を表明しなかった。この反

対割合の少なさから，英米の利害関係者は，

日本の主張を共有するというよりは，むし

ろ公開草案の規定を支持していたと見なされ

る（21）。日本からの反対意見の中で最も典型

的であった論拠は，「株式保有に係る機会原

価（借入金にて調達した資金でその株式を購

入した際の支払利息）は純利益に算入される

のに，それを埋め合わせる配当金がその他の

包括利益に算入されるという公開草案の規定

は矛盾している」というものであった（例え

ば，日本証券アナリスト協会からのコメント）。

ただし，日本からの唯一の反対意見が，すん

なりとグローバルな規範としてIASBに受け

入れられるとは考えにくい。上記の表1に

も示した通り，組織的基盤に依拠した規範統

率者の説得が重要であると思われる。

まず，重要な規範統率者として実際にわが

国の会計規範を主張し，IASBの説得に努め

た人物および組織に焦点を当てる。当時の

IASB理事である山田辰己氏の尽力の存在で

ある。IASBの理事として日本人が含まれて

いるという制度的基盤は，日本の意向を

IASBに伝えるという意味で極めて効果的で

あったと思われる（22）。事実，2009年 9月

18日のIASB会議において，持分商品の配

当金の処理に関して，次のようなやり取りが

行われた（23）。まず，司会進行の人物が，「一

部の持分投資の公正価値の変動について，そ

の他の包括利益に算入することに大部分の返

答は同意しているが，配当金や売却損益につ

いてその他の包括利益に算入することには批

判の声が多かった」と切り出した。それに対

し，山田辰己氏は次のように即座に述べてい

る。

「戦略的投資の件に関して，我々は特に

日本から相当感情的とも言える反応をい

ただいている。皆がリサイクリングは必

要だと述べている。これがまず 1点。

しかし本日は，戦略的投資からの配当金

についてご検討頂きたい。私が多くうか

がっているのは，戦略的投資の目的は，

ある種の取引先との戦略的提携関係の構

築である。そして，企業はその投資から

の配当をリターンと考えている。彼等の

多くは多額の投資を行っており，そのリ

ターンが純利益に算入されないのは，彼
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等の意図を反映しないことになるので，

正当化できない。戦略的提携関係から得

られる便益は配当金であると彼等は考え

ているし，配当金は純利益の一部に含ま

れるべきである。これは，財務諸表作成

者，つまり戦略的投資者からいただいた

最も強い意見である。」

このように述べ，実際にその直後に別の理

事も自身のアウトリーチ活動に基づき，山田

氏の意見に賛成する旨の発言をしている。こ

のIASB会議でのやり取りに注目しても，山

田氏が規範統率者として重要な役割を果たし

たと推測される。

さらに，別の規範統率者であり組織的基盤

でもあるASBJの存在が挙げられる。ASBJ

はIASBの公開草案の規定に反対意見を表明

したコメントレターを送付しただけでなく，

公開草案公表後，英国，米国および東京でラ

ウンドテーブル会議を IASBや FASBと開

催した。2009年9月3日に東京で開催され

たラウンドテーブル会議では，ASBJはジョ

イント・コーディネーターとして参加した。

その中の主要テーマの一つが「持合株式のよ

うな持分投資に関する例外規定は認められる

べきか」であり，参加者である金融庁も含め

て日本側からの意見が表明された。同日，

ASBJは FASBともインフォーマルなミー

ティングを行い，戦略的投資に関する公開草

案規定に日本が強く反対する意見が FASB

側にも伝えられた。加えて，ASBJは9月7

および8日に第10回のIASBとのロンドン

における共同会議に参加し，その中でも

ASBJからの参加者が，「日本の市場参加者

は，持合株式についてその市場価額の変動の

リサイクリングは容認されないとしても，せ

めてその配当金は純利益に算入されることを

強く要望する」と意見表明した。それに対し

IASBは，いかなる問題に対する誰からのあ

らゆるコメントが検討対象になると対応した。

次に，上記の規範を支持していたと考えら

れる者の存在に言及したい。特定の国際的

規範が現出し，断続的に普及する段階に至る

ためには，ある程度の国々もしくは集団がそ

の規範を制度化していることも重要である

（FinnemoreandSikkink［1998］,p.900）。

コメントレターの分析（表2）によれば，興

味深いことに，フランスとオーストラリアの

利害関係者の多くが日本と同様に上記規定に

反対の意見を示していた。上記2国の利害

関係者は日本と同様の会計規範の支持者であっ

たと推測され，結果的に全体の約半数が公開

草案の規定に反対していた。本当に同様の

会計規範がこの 2国で存在していたのだろ

うか。実際，オーストラリアでは会計基準

AASB1026（para.7.1）により，受取配当金

を営業キャッシュフローに含める慣行があり，

フランスも連結財務諸表では受取配当金を営

業活動の区分に含めることが規定されている

（KvaalandNobes［2010］,p.180）（24）。両

国は既にIFRSを導入しているため，会計規

範も変容している可能性はあるが，キャッシュ

フロー計算書に関するIAS7号の規定により，

企業は受取配当金のキャッシュフローを営業

活動か投資（もしくは）財務活動に区分する

かを選択できるが，これら 2国は他の比較

対象国（ドイツ，スペインおよび英国）と比

べて，それを営業活動に分類する傾向が強い

と指摘される（KvaalandNobes［2010］）。

すなわち，両国では配当金を受け取ることを

営業活動の一環であると見なすことが，ある

程度制度化されていたことになる。日本を取

り上げても，その傾向は重なり合う（25）。

確かに上記 2国および他国からの反対の

国際的規範のダイナミクスとIFRS
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コメントレターも重要であったと思われるが，

反対意見の割合や組織的基盤に基づく反対意

見の表明の点から考えれば，わが国の利害関

係者が，重要な規範統率者として位置付けら

れる。日本は反対のレター14通中11通が

個別企業や個人ではなく組織からであったの

に対し，オーストラリアのコメントレターの

中で，組織からの意見表明は4通にとどま

る。また，当時のIASB議長であったトゥイー

ディー卿も，持合株式の受取配当金の純利益

計上についてどう考えるか尋ねられ，「従来

案には盛り込んでいなかったが，日本側から

多くの反対意見が寄せられた（26）」と述べて

いる。

上記の規範統率者の動きが最終的な決定に

与えた影響を直接的に明示することは難しい

が，2009年10月15日に開催されたIASB

会議により，公開草案の戦略的持分投資に係

る受取配当金を包括利益に算入するという規

定は覆され，純利益に算入することが認めら

れた。この改定（持合株式の受取配当金を純

利益に計上することを認めるようになった）

が「日本の要望にIASBが歩み寄った格好で

ある（27）」と表現された点を考慮すれば，わ

が国の規範統率者ならびにそれを支えた組織

的基盤による伝統的会計規範の主張がIASB

に受け入れられたと解釈し，「政治的成功」

を収めたと見なすこともできるだろう。勿論，

オーストラリアおよびフランスでも同様の規

範が浸透しており，それら国々の利害関係者

も公開草案の規定に反対したことも重要であっ

たと思われる。ただし，当時のIASB理事の

メンバー（ジョン・スミス氏）も，「戦略投

資（持合株式）を巡っては日本の関心が最も

高い」と述べている（28）点を考慮すれば，わ

が国の規範統率者の存在および行動なしに，

同様の改定がなされたとは考えにくい。それ

には以下で示すように，日本の主張が類推に

基づく説得力のあるものであったと考えられ

る点も見逃せないと思われる。

Ⅴ.類推に基づく説得の可能性

上記の表 1でも示されているように，

FinnemoreandSikkink［1998］による国際

的規範の現出の段階では，規範統率者は他の

主要な集団や組織を説得する手順を踏む。だ

が，どのような形でいかに説得が行われるの

かは示されていない。翻って，会計基準設定

を説得の観点から分析した研究が存在する。

Young［2003］によれば，会計基準設定はあ

る意味納得に至る過程であり，特定の事象や

取引および事物を財務諸表に含めたり除外し

たりすることから成り立つ。また，会計上の

区分や分類は曖昧で実際によく変更され，基

準設定後も議論が絶えない点を考慮すれば，

一時の会計基準設定は説得の過程そのもので

あると見なされる（Young［2003］,p.622）。

その説得には，特定の観点を推し進める説得

技法として，レトリックの重要性が指摘され

る。Young［2003］は会計基準セッターのレ

トリカルな説得を展開しているが，逆に利害

関係者の主張やコメントレターが会計基準セッ

ターを説得するという見方を採ることも可能

であろう。

そこで，持合株式の分類の変更に関して，

IASBがいかなる論拠から最終基準を公表し

ていたのか注目する。公開草案の規定の改定

がほぼ決定した2009年10月15日の会議に

おいて準備された会議資料の中で，基本的な

改定理由が次のように示されている。「（戦略

的持分投資に関して）多くの返答が直感的に

受取配当金は損益に含まれるべきと考えてい

た。加えて，そのような投資は係る利息が損
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益に計上されることになる負債証券により賄

われていることも少なくない。そのため，返

答の多くも配当金がその他の包括利益に算入

されることは，ミスマッチを生ずると指摘し

ていた（IASBstaffpaper,agendareference

7,p.11,para.41a）」。

このIASBの結論に至る根拠は，戦略的持

分投資から貸付け（もしくは借入）を類推（29）

（アナロジー）する考え方に基づく。銀行が

企業に貸し付けを行えば，そのリターンとし

て当然受取利息を期待し，受取利息は純利益

に算入される（30）。そうであるならば，それ

に類似する戦略的持分投資のリターンである

受取配当金も純利益に算入されるという論拠

である。この点に関して，コメントレターを

IASBに提出した日本の利害関係者（例えば

証券アナリスト協会）や山田辰己氏の上記で

引用したコメントも同様に，持分投資の受取

配当金は，借入金の借手からの支払利息に類

似するという類推に基づく。一般的に，持分

投資への投資家は，被投資企業の配当の額を

裁量的に操作できず，どこにいくら投資する

かにもリスクが伴う（阿部［2009］,95頁）。

さらに類推すれば，持分投資の資金を負債で

調達し，その負債の支払利息は純利益に算入

されるのに，リターンである受取配当金がそ

の他の包括利益に算入されるのは矛盾するこ

とになる。

このような類推に基づくレトリカルな説得

は，説得相手の認知的枠組みを変えるのに

有効であり，特に過去に確立された馴染み深

い慣行等の区分に関連付けることにより，

その効果が発揮される（Cornelissenetal.

［2012］）。しかし，ここでの類推は企業取引

に伴う抽象的なリスクとリターンの再解釈に

基づく。その再解釈に重要であったのは，類

推を用いて持分投資からの受取配当金を純利

益に算入することが妥当だと主張し得たこと

である。例えばPankeandPetersohn［2012,

p.735］によれば，「規範統率者は，規範の

曖昧さをうまく利用することで，その変化を

推し進めることができる」と述べる。IFRS9

の公開草案公表後，株式持ち合いの経済合理

性（リスクとリターン）に関する解釈の柔軟

さを利用したわが国の利害関係者のレトリカ

ルな主張は，持分投資に伴う受取配当金の純

利益算入に正統性を付与し，IASBを説得す

るのに貢献したと思われる。

Ⅵ.結論と課題

本稿はIFRSの設定の1局面に焦点を当て，

公開草案の公表から最終的な基準の設定に至

るまでの間に，ローカルな会計規範がいかに

IFRSに反映されるか，事例分析に基づき理

論的な考察を加えることを目的とするもので

あった。特に基準設定に関する因果関係を厳

密に捉えるのではなく，一国の観点から望ま

しい基準の改定を「政治的成功」と捉え，基

準設定を構造的に語るという分析視座を提示

した上で，国際的規範のダイナミクスに関す

る理論的枠組みを構築した。それに基づき，

特にIFRS9の設定における戦略的投資（も

しくは持合株式）からの受取配当金の分類に

関する規定の変更を取り上げた。事例分析の

結果，理論的枠組みを裏付ける点が見出され

たのと同時に，理論的枠組みでは明らかになっ

ていなかったが，重要になると思われる点も

浮き彫りになった。

まず理論的枠組みと合致する点に着目すれ

ば，ローカルな会計規範をグローバルなレベ

ルで反映するための規範統率者の存在と組織

的基盤の重要性が確認された。すなわち，例

えばわが国の利害関係者が望む会計規範とは

国際的規範のダイナミクスとIFRS
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異なる基準がIASBで設定される可能性があ

る場合，他の利害関係者の声を代弁して，積

極的にわが国の規範を主張していく規範統率

者の存在が重要であり，またそれを支える組

織的基盤も肝要である。ただし，今回の事例

分析では，コメントレターを見る限り，日本

だけが反対に回ったわけではなかった。総合

的に考えれば，他国の利害関係者もある程度

の反対意見を持っていた点も重要であろう。

また，理論的枠組みでは特に明示されてい

なかった「説得」の過程について，基準改定

のプロセスおよび改定の結論を考慮した結果，

株式持ち合いの経済合理性の判断に関して，

類推に基づき，受取配当金を純利益に算入す

る主張に結び付けたレトリカルな説得が有効

ではあったとの解釈を提示した。会計基準設

定は，特に最終的には類似する取引との類似

点と相違点の入念な分類作業であるため，設

定者の価値判断が介入せざるを得ない（Young

andWilliams［2010］）。そうであるならば，

設定者の価値判断に訴えかける類推を用いて，

特定の取引を行う経済合理性の正統性に依拠

して説得することが有効であると思われる。

最後に，本稿は冒頭にも述べた通り，会計

基準設定の因果関係を一般化しようとするも

のではない。本稿で焦点を当てたのは，IFRS

のほんの一部の改定事例であり，それを一般

化するのには無理がある。ただし，基準設定

に関するインプットとアウトプットを比較す

れば，公開草案公表後の日本の規範統率者お

よびその支持者の IASBに対する主張や働

き掛けと，最終的に公表された基準の内容は

ある程度合致する（31）。その点を考慮すれば，

この過程を一種の「政治的成功」と解釈する

ことも可能であろう。すなわち，（1）規範統

率者による主張とそれを支える組織的基盤の

存在，および（2）類推に依拠したレトリカ

ルな説得の2点は，今後わが国の利害関係

者がIFRS設定に参画し，自国の意見を表明

していく際に，少なからず参考になるのでは

ないかと思われる。IFRS財団のアジア・オ

セアニアオフィスが東京に開設されるなど，

その足固めは進みつつあると言っていいだろ

う。
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注
（1）2012年 10月 24日に東 京で開催された

COMPANY FORUMにおける IASB前理事

の山田辰己氏による講演の配布資料に基づく。

（2）例えば企業会計基準審議会［2012，1頁］は，

「概括的に整理すれば，わが国の会計基準は，

これまでの努力の結果として高品質かつ国際

的に遜色のないものとなっており，欧州より

国際会計基準と同等であるとの評価も受けて

いるが，今後とも，国際的な情勢等を踏まえ，

会計基準の国際的な調和に向けた努力を継続

していく必要がある。…また，国際会計基準

の開発においては，国際的な連携も念頭に置

きつつ，積極的に貢献するとともに，わ
・
が
・
国
・

と
・
し
・
て
・
の
・
考
・
え
・
方
・
に
・
つ
・
い
・
て
・
は
・
的
・
確
・
に
・
意
・
見
・
発
・
信
・
し
・

て
・
い
・
く
・
こ
・
と
・
が
・
重
・
要
・
で
・
あ
・
る
・
（傍点は筆者）」と述

べられている。

（3）会計基準が国際的になればなるほど，それが政

治的になるのは不可避である（Power［2009］）。

（4）政策決定に関する研究に関して，Kay［2006,

p.63］も同様の見解を示している。

（5）それぞれ視点は異なるが，例えば古賀・

Rimmel［2006］，藤井［2007］，Waymireand
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Basu［2007］，Botzem［2012］，Botzemand

Dobusch［2012］などが挙げられる。

（6）ここで規範と（社会学的な）制度は厳密に言え

ば異なると考えられるが（規範は主に特定の

行動と関連するが，制度はより総体的である），

どちらも共通して行為の「適切さ」や「ふさ

わしさ」の規準と関わり，間主観的かつ評価

的な特質を有する（FinnemoreandSikkink

［1998］,p.891）。

（7）例えば IASBのデュープロセスについては，

IASCF［2008］や IFRSFoundation［2010］

を参照されたい。

（8）例えばKennyandLarson［1993および1995］，

Larson［2007］，CorteseandIrvine［2010］，

Georgiou［2010］，Jorissenetal.［2013］は，

グローバルな会計基準の設定に関する政治的

側面に注目した研究と位置付けられるだろう。

（9）会計規範の分類およびその分析については，

AlexanderandJermakowicz［2006］を参照

されたい。

（10）抽象的な会計原則を識別し，かつその動態を捉

えるのは困難な作業であると思われる。

（11）ここで示している3段階は，基本的には直線的

プロセスであるが，Botzem andDobusch

［2012］が述べるように，場合によっては循環

的な過程を経ることもあり得る。

（12）インタビュー調査は，2012年10月31日の午

後にあずさ監査法人にて行われた。

（13）当時，IASBは金融商品会計の見直しに関して，

①分類および測定，②減損，③ヘッジ会計3

つのフェーズに分かれていた。

（14）IFRS9設定の背景を幅広く考察した研究とし

て岩崎［2010］がある。

（15）このディスカッションペーパーは，当時激しく

批判されていた細則主義から，原則主義的な

会計規制に向けた動きも反映している。

（16）2009年8月19日 日本経済新聞朝刊 17頁。

ただし，その変動分を純利益に算入すると，

持ち合いの相手企業（取引先）への責任が増

大し，株価を意識した経営につながり，株主

の利害も一致するという意見もある（鳥居

［2010］，228頁）。

（17）山田辰己氏へのインタビュー調査に基づく。

（18）例えば，IFRSFoundation［2010］は利害関

係者に対しフィードバックを与え，考えを共

有する機会として3つを提示する。それらは，

コメントレターの提出，利害関係者とのミー

ティングへの参加，およびオンライン上で行

われる調査への参加である。

（19）山田辰己氏へのインタビュー調査に基づく。

（20）コメントレターを提出したのが各国の代表者

により構成される国際的組織であった場合，

提出国は限定せずその他の国々に含めた。

（21）藤島［2009］の調査によれば，英米の事業会

社による株式保有比率はそれぞれ「実質ゼロ」

と「2.7％」と相当少ない。

（22）山田辰己氏へのインタビュー調査に基づく。

（23）基本的にはIASBのウェブサイトで公表され

ていた議事進行の録音に依拠している。加え

て，山田辰己氏のコメントに基づき，補足的

に加筆している。

（24）本来であれば，損益計算書に着目して分析す

べきであると思われるが，損益計算書上で受

取配当金の分類を独立表示している企業が全

てではないため，ここではキャッシュフロー

計算書に着目した。

（25）日本の現行基準でも，キャッシュフロー計算

書のフォーマットに関して，受取配当金のキャッ

シュフローの活動分類を限定する明確な規定

はない。だが，TOPIX70の企業の財務諸表を

見る限り，ほぼ全ての企業が営業活動に分類

していた。

（26）日本経済新聞との会見での内容に基づく。2009

年10月15日 日本経済新聞朝刊 14頁。

（27）2009年 10月 15日 日本経済新聞朝刊 14

頁。

（28）2009年9月4日 日本経済新聞朝刊 14頁。

（29）論理学で，二つの事物の間に本質的な類似点

があることを根拠にして，一方の事物がある

性質をもつ場合に他方の事物もそれと同じ性

質をもつであろうと推理すること（デジタル

大辞泉より）。

（30）例外的に，イスラム金融では資金を貸し付け

ても規則的な利息が生まないことが前提になっ

ている。

（31）IFRS9の公開草案公表前にわが国からIASB

に対して何らかのロビー活動があった可能性

は否定できないが，そのような情報はあまり

オープンになっておらず，かつIASBからも

正式に公表されていないため，本稿では取り

上げていない。
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